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1. 件名 

ブランケット工学試験棟天井クレーン年次定期自主検査 

 

2. 概要 

 本件は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下「量研」という。）六ヶ所フュ

ージョンエネルギー研究所ブランケット工学試験棟の天井クレーンについて、労働安全衛生法

及び関係法令等に基づき年次定期自主検査及び登録性能検査機関による性能検査の受検し検査

証の有効期限の更新を行うものである。 

 

3. 場所 

 量研 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 

  ブランケット工学試験棟 実験室B及びD並びにG 

 

4. 納期 

 令和 8年 10月 30日 

 

5. 内容 

5. 1 対象クレーン 

（１） 実験室B 

 高橋製作所製 ダブルレールホイスト式天井クレーン 

  員数：1台 

  定格荷重：20ton 

吊上荷重：20.28ton 

  スパン：13m 

  クレーンガーダの⾧さ：13.3m 

  揚程：8m 

クレーンガータの高さ：7.985m 

走行レール全⾧：16m 

操作方法：床上無線操作 

（２） 実験室D 

 高橋製作所製 モノレールホイスト式天井クレーン 

  員数：1台 

  定格荷重：5ton 

吊上荷重：5.042ton 

  スパン：8.5m 

  クレーンガーダの⾧さ：8.765m 
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  揚程：8.8m 

クレーンガータの高さ：5.75m（ピットからの高さ：9.55ｍ） 

走行レール全⾧：11.5m 

操作方法：床上無線操作 

（３） 実験室G 

 高橋製作所製 モノレールホイスト式天井クレーン 

  員数：1台 

  定格荷重：5ton 

吊上荷重：5.042ton 

  スパン：8.5m 

  クレーンガーダの⾧さ：8.64m 

  揚程：5.05m 

クレーンガーダの高さ：6.29m 

走行レール全⾧：11.7m 

操作方法：床上無線操作 

 

5. 2 作業範囲 

（１） クレーン等安全規則第34条の年次定期自主検査の実施 

（２） クレーン等安全規則38条の自主検査等の記録の作成（第35条は仕様外） 

（３） クレーン等安全規則第41条の性能検査の受検 

（登録性能検査機関への申請手続きを含む。） 

（４） 走行レール・横行レール及びホイスト部の清掃 

（５） レールフックの緩み等の確認・点検 

（６） 消耗部品、潤滑油等の点検及び必要に応じた交換、補充等 

（７） 検査用ウェイト及び吊り具等の準備 

（８） 必要に応じた足場等の準備 

（９） 作業場所の床の養生 

 

5. 3 性能検査日 

 クレーン検査証有効期限：令和8年8月30日 

 受注者は、検査証有効期限までに性能検査を受検できるように計画及び実施しなければ

ならない。なお、実施日の詳細については量研と打合せの上、決定すること。 

 

6. 業務に必要な資格等 

 （１）天井クレーン定期自主検査者安全教育 

 （２）クレーン運転士 
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 （３）高所作業車の運転の業務に係る特別教育（高所作業車を使用する場合） 

 （４）フォークリフト運転技能講習（フォークリフトを使用する場合） 

 （５）玉掛技能講習 

 （６）低圧電気取扱特別教育 

 

7. 支給品及び貸与品 

 7. 1 支給品 

  （１）品名：電気 

  （２）数量：必要に応じて 

  （３）支給場所：ブランケット工学試験棟 

  （４）支給時期：必要に応じて 

  （５）支給方法：コンセントより支給 

  （６）その他：なし 

 

 7. 2 貸与品 

  （１）品名：自走式高所作業車及びフォークリフト 

  （２）数量：各１台 

  （３）引渡場所：ブランケット工学試験棟 

  （４）引渡時期：作業開始時 

  （５）引渡方法：設備使用願の受領及び高所作業車の運転の業務に係る特別教育修了証、 

フォークリフト運転技能講習修了証の確認後、引渡とする 

 

8. 提出図書 

 図書名 部数 提出時期 確認の要否 

(1) 再委託承諾願い 1 部 契約後速やかに 下請け作業

がある場合 

(2) 工程表 1 部 契約後 2 週間以内 否 

(3) 作業要領書 1 部 作成開始 2 週間前までに 要 

(4) 六ヶ所研究所労働安全手引等

に基づく安全に関する書類 

1 部 作業開始 2 週間前までに 要 

(5) 定期自主検査記録 1 部 検査終了後速やかに 否 

(6) 性能検査記録 1 部 検査終了後速やかに 否 

(7) 打合せ議事録 1 部 打合せ後速やかに 要 

(8) その他 *1 その都度 否 

 *1：量研の指定する部数 

※確認方法：量研は、確認が必要な書類を受領した際に、期限日を記載した受領印を押印
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して返却する。当該期限までに修正が必要であると判断した場合は、期限までに修正を指示

するものとする。修正等を指示せず受理する場合、当該期限をもって受理したものとする。

確認にあたっては、確認が必要な図書 1 部をもって行うものとする。 

 

9. 検査条件 

 本仕様書に定める作業の完遂及び提出図書の完納の確認をもって検査合格とする。 

 

10. 適用法規 

 （１）労働安全衛生法 

 （２）労働安全衛生法施工令 

 （３）労働安全衛生規則 

 （４）クレーン等安全規則 

 （５）六ヶ所フュージョンエネルギー研究所内諸規程・規則 

 

11. 特記事項 

 （１）受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、 

技術情報、成果その他の全ての資料及び情報を、量研の施設外に持ち出して発表もし 

くは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできな

い。ただし、あらかじめ書面により量研の承認を受けた場合はこの限りでない。 

 （２）受注者は異常事態等が発生した場合、量研の指示に従い行動するものとする。 

 

12. グリーン購入法の推進 

 （１）本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する 

法律）に適用する環境物品（事務用品、OA 機器等）が発生する場合は、これを採用 

するものとする。 

 （２）本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に 

定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

13. 協議 

 本仕様書に記載されている事項または本仕様書に定めのない詳細仕様について疑義が生

じた場合は、量研と協議のうえ決定すること。その場合、議事録を作成し量研が確認をする

ものとする。 

 

14. その他 

（１）本作業中に量研又は第三者に損害を与えた場合、速やかに量研に報告し、量研と協

議の上、当該損害の賠償等の措置を取ること。 
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（２）床面に配置された機器等により高所作業車による点検が不可能な個所については、

足場等を用いて点検を行うこと。使用する部材は本仕様に含むものとする。 

 

 

                                     以上 


